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第1号議案　　小泉工業団地地区地区計画案について（大和郡山市決定）

　奈良県靴工場団地地区において、皮革産業以外の多様な産業の誘致を可能にしていく。

　また、今日の社会的課題である働き手不足への対策や、社会ニーズの把握などを通じ、

地区全体の発展を目指す。

(1)奈良県開発審査会に諮らずに、皮革産業以外の工場が建築可能となる。

(2)敷地内に寮などが建築可能となり働き手を確保しやすくなる。

(3)工場で生産した関連製品を売る店舗が建築可能となり、当該地区の活性化につながる。

    平成30年10月 地区計画の検討開始

    平成31年2月 地権者説明会

    平成31年4月 地元自治会長へ説明

    令和元年6月24日～7月8日 原案の権利者縦覧（意見書の提出なし）

    令和元年7月26日 知事との事前協議（9月10日　異存なしの回答）

    令和元年10月15～29日 案の公告・縦覧（意見書の提出なし）

    令和元年11月25日 都市計画審議会

(1)奈良県靴工場団地として昭和59年に操業開始してから30年以上が経過し、国内におけ     令和元年12月上旬 知事との協議（予定）

　る靴産業は衰退傾向にあり、時代に合ったものを考えていかなければいけない。     令和元年12月下旬 都市計画決定の告示（予定）

(2)「皮革産業に限る」という行為者制限があるため、皮革産業以外の場合、奈良県開発     令和2年3月上旬 市議会へ条例改正の提案（予定）

　審査会の許可が必要で、通常の開発より時間がかかる。     令和2年4月1日 条例施行（予定）

(3)働き手確保のため、敷地内に寮などを建築したいが市街化調整区域のため不可である。

１．概要

２．本市の地区計画

３．当該地の課題

６．これまでの経過と都市計画手続き（予定）

【地区計画のメリット】

まちづくりのルールを定めるこ

とができ、それに基づいて積極的

な誘導ができる。

４．都市計画マスタープランにおける当該地の整備方針

５．小泉工業団地地区計画案が実現すると・・・

【工業ゾーン】

工業系施設の立地誘導を図るゾーン

③下三橋地区地区計画 H19 九条町地区地区計画 H23

①城ケ丘住宅地区地区計画 H18

⑤田中町地区地区計画 H23

②昭和工業団地地区地区計画 H18

④九条町地区地区計画 H23

①都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ抜粋

地区計画案の計画区域

② 整備方針の凡例
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位 置 図

凡 例

小泉工業団地地区地区計画

近隣商業地域

商業地域

第1種住居地

第1種中高層住居専用地

準工業地域

工業地域

工業専用地域

生産緑地地区

3



4



5




